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西ドイツ基本法の下での憲法裁判権および行政裁判権による恩赦の審査ト)
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お
よ
び
行
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裁
判
権
に
よ
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恩
赦
の
審
査
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)
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研究ノート

は
じ
め
に

筆
者
は
、
他
の
論
文
で
、
西
ド
イ
ツ
で
は
行
政
裁
判
権
レ
ベ
ル
で
統
治

行
為
論
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。

そ
の
際
、
そ
の
統
治
行
為
論

と
の
関
連
で
特
に
一
章
を
設
け
て
恩
赦
の
司
法
審
査
の
問
題
を
取
り
扱
う
つ
も

り
で
お
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
当
該
論
文
で
明
言
し
て
も
い
た
。
し
か
し
、

一
方
で
は
、
西
ド
イ
ツ
で
は
現
在
、
司
法
審
査
を
め
ぐ
る
議
論
は
統
治
行
為
論

の
議
論
の
枠
組
を
大
き
く
は
み
出
す
に
至
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
考
慮
す
る

と
こ
の
問
題
を
論
ず
る
こ
と
は
先
の
論
文
の
研
究
テ
l
マ
と
整
合
し
な
い
こ
と

に
な
る
わ
け
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
筆
者
の
意
図
が
、
こ
の
問
題
を
単
に
行
政

裁
判
権
の
レ
ベ
ル
で
の
み
扱
う
の
で
は
な
く
憲
法
裁
判
権
の
レ
ベ
ル
を
も
含
め

て
よ
り
包
括
的
に
扱
お
う
と
い
う
も
の
に
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
事
情
も
あ

り
、
こ
こ
で
稿
を
新
た
に
し
て
こ
の
問
題
を
論
ず
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
、
恩

赦
と
い
う
我
が
国
で
は
通
常
、
刑
事
法
ー
ー
そ
の
中
で
も
特
に
行
刑
や
刑
事
政

策
ー
ー
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
テ
l
マ
が
こ
こ
で
の
研
究
の
対
象
で
あ
る
と

は
い
え
、
筆
者
の
問
題
関
心
は
前
述
の
よ
う
に
憲
法
・
行
政
法
上
の
そ
れ
で
あ

り
、
従
っ
て
、
本
稿
の
検
討
も
そ
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
刑
事
法
的
観
点
か
ら
の

言
及
は
お
の
ず
か
ら
必
要
最
少
限
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
。

我
が
国
に
於
い
て
は
、
刑
事
法
の
立
場
か
ら
恩
赦
を
論
ず
る
も
の
は
、

関戦
す後
るの
も恩
の互赦
を法
除制
しミ 刃乙

f 前

ほ努
余主

i五
く U'

t:t. 霜
ν;1条
な Z

宅喜
も E
恩す
赦る
の政
司令
法恩
審赦
査に

に
つ
い
て
直
接
論
ず
る
も
の
は
、
少
く
と
も
筆
者
が
参
照
し
え
た
限
り
で
は
、

皆
無
で
あ
る
。
他
方
、
憲
法
や
行
政
法
の
分
野
で
は
ど
う
か
。
こ
の
分
野
で

恩
赦
が
独
立
の
研
究
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
は
な
く
、
単
に
統
治

行
為
と
さ
れ
る
国
家
行
為
の
一
つ
と
し
て
恩
赦
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た

に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
統
治
行
為
と
し
て
の
恩
赦
に
言
及
す
る
学
説
も

そ
の
大
多
数
は
諸
外
国
の
学
説
・
判
例
と
し
て
そ
の
こ
と
を
紹
介
す
る
に
留
ま

り
、
現
実
に
我
が
国
の
法
制
の
解
釈
と
し
て
思
赦
を
統
治
行
為
と
み
な
す
学
説

は
実
は
稀
で
あ
っ
た
。
こ
の
稀
な
l

1
そ
し
て
恐
ら
く
は
唯
一
の
|
|
例
と
し

て
田
中
口
教
授
の
所
誌
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
田
中
教
授
も
、

後
に
、
統
治
行
為
の
リ
ス
ト
か
ら
恩
赦
を
外
し
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
結
局
、

我
が
国
に
於
い
て
我
が
国
の
法
制
の
解
釈
と
し
て
恩
赦
を
統
治
行
為
と
す
る
学

説
は
存
在
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
外
交
行

為
を
は
じ
め
、
衆
議
院
の
解
散
、
国
務
大
臣
の
任
免
、
予
算
の
作
成
・
議
決
、

思
赦
の
決
定
、
お
よ
び
:
:
:
等
の
議
会
行
為
を
統
治
行
為
だ
と
解
す
る
説
が
有

力
で
あ
起
」
と
い
う
指
摘
や
「
:
・
恩
赦
の
決
定
:
:
:
な
ど
を
統
治
行
為
と
す
る

説
も
多
い
」
と
い
う
記
述
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
後
長
い
問
、
統
治

行
為
論
肯
定
説
が
恩
赦
を
も
統
治
行
為
の
一
つ
と
み
な
し
て
い
る
と
い
う
イ

北法36(5-6・132)lIi20 



メ
l
ジ
が
定
着
し
て
い
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

で
は
、
我
が
国
の
統
治
行
為

論
肯
定
説
|
そ
し
て
、
そ
こ
で
恩
赦
が
統
治
行
為
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
上
述

の
イ
メ
ー
ジ
!
に
対
し
て
多
大
の
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
諸
外
国
の
理
論

西ドイツ基本法の下での憲法裁判権および行政裁判権による恩赦の審査(ー)

に
於
い
て
は
恩
赦
は
実
際
に
そ
れ
が
統
治
行
為
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
司

法
審
査
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
料
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
れ
を
西
ド

イ
ツ
の
理
論
に
つ
い
て
研
究
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
叙

述
は
必
然
的
に
恩
赦
行
為
と
統
治
行
為
論
と
の
関
係
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
る

が
、
本
稿
の
検
討
は
、
上
で
述
べ
た
よ
う
に
|
i
西
ド
イ
ツ
の
現
在
の
理
論
状

況
を
反
映
し
て
|
|
そ
こ
に
留
ま
ら
ず
、
恩
赦
行
為
の
裁
判
所
に
よ
る
審
査
権

を
肯
定
し
た
上
で
そ
の
審
査
が
ど
の
程
度
ま
で
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
裁
判
所

の
審
査
権
の
範
囲
の
問
題
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

十士

(
1
)
拙
稿
「
西
ド
イ
ツ
に
於
け
る
行
政
裁
判
権
レ
ベ
ル
で
の
統
治
行
為
論
」

付
、
口
、
臼
、
北
大
法
学
論
集
第
三
四
巻
第
三
・
四
合
併
号
、
第
三
四
巻

第
六
号
、
第
三
六
巻
第
三
号
。
な
お
、
「
統
治
行
為
論
」
に
関
す
る
用

語
に
つ
い
て
は
、
右
拙
稿
の
用
法
に
従
う
こ
と
に
す
る
。
特
に
、
向
付
、

序
章
第
二
節
(
一
八
一
頁
以
下
)
参
照
。

(
2
)
北
大
法
学
論
集
第
三
四
巻
第
六
号
七
三
頁
、
七
四
頁
註

(n)等
。
従
っ
て
、

筆
者
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
本
文
で
述
べ
た
趣
旨
で
削
除
し
た
い
。

(
3
)
鈴
木
茂
嗣
監
修
「
戦
後
刑
事
訴
訟
法
関
係
文
献
目
録
」
一
一
四
一
頁
以
下

の
文
献
参
照
。

(
4
)
教
科
書
・
演
習
書
・
解
説
の
類
い
を
除
け
ば
、
思
赦
に
つ
い
て
論
ず
る

比
較
的
新
し
い
論
文
は
極
め
て
少
な
く
、
わ
ず
か
に
以
下
の
も
の
ぐ
ら
い

で
あ
ろ
う
か
。
鈴
木
寿
一
「
恩
赦
」
法
律
実
務
講
座
(
刑
事
編
)
第
一

二
巻
(
一
九
六
二
年
)
第
四
章
二
九
一
五
頁
以
下
、
原
一
馬
「
我
が
固
に

お
け
る
恩
赦
の
歴
史
と
制
度
的
機
能
(
上
)
、
(
下
)
、
犯
罪
と
非
行
第
二
五

号
(
一
九
七
五
年
)
九
四
頁
以
下
及
び
第
二
六
号
七
九
頁
以
下
。

(
5
)
原
前
掲
書
(
下
)
九
五
頁
は
、
こ
の
問
題
を
「
残
さ
れ
た
課
題
」
と
し
て

い
る
。

(
6
)
田
中
二
郎
「
行
政
法
(
上
巻
)
」
(
一
九
五
三
年
)
一
一
一
一
一
五
頁
、
同
「
法

律
学
全
集
6
、
行
政
法
総
論
」
(
一
九
五
七
年
)
四
八
頁
。

(
7
)
田
中
二
郎
「
新
版
行
政
法
」
二
八
三
頁
以
下
、
同
「
要
説
行
政
法
新
版
」

三
九
九
頁
以
下
、
等
参
照
。

(
8
)
芦
部
信
喜
「
憲
法
の
基
礎
知
識
」
二

O
O頁。

(
9
)
覚
道
豊
治
「
違
憲
審
査
権
の
限
界
」
演
習
憲
法
五
五
九
頁
。

(
日
)
ご
く
最
近
の
文
献
に
も
恩
赦
を
広
義
の
統
治
行
為
の
一
つ
に
挙
げ
る
も

の
が
あ
る
。
即
ち
、
小
林
節
「
統
治
行
為
」
現
代
法
の
諸
領
域
と
憲
法

理
念
(
一
九
八
三
年
)
所
収
五
三
五
頁
は
、
狭
義
の
統
治
行
為
と
区
別
さ

れ
た
広
義
の
統
治
行
為
に
言
及
し
て
次
の
よ
う
に
言
、
っ
。

「
日
本
国
憲
法
の
下
で
、
国
家
行
為
に
対
す
る
司
法
過
程
に
よ
る
合
法
性
の

統
制
の
可
能
性
の
例
外
と
し
て
は
つ
と
め
て
広
く
考
え
て
み
た
場
合
、
例

え
ば
、
議
院
の
自
律
権
に
よ
る
行
為
、
弾
劾
裁
判
、
条
約
、
憲
法
改
正
、

恩
赦
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

北法36(5-6・133)1621 



研究ノート

(
日
)
ア
メ
リ
カ
で
は
、
恩
赦
行
為
は
、
政
治
問
題
の
リ
ス
ト
の
中
に
は
含
ま

れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
於
け
る
「
政
治
問
題
」
理
論
に
つ
い
て
の

最
近
の
状
況
の
研
究
と
し
て
は
、
小
林
節
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る

『
政
治
問
題
』
に
関
す
る
判
例
の
動
向
と
実
態
」
法
学
研
究
第
五
三
巻
(
一

九
八

O
年
)
第
三
号
八
一
頁
以
下
、
同
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

『
政
治
問
題
の
法
理
』
の
正
当
性
の
検
討
」
法
学
研
究
第
五
五
巻
(
一
九

八
二
年
)
第
二
一
号
一
四
四
九
頁
以
下
、
藤
田
泰
弘
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
お
け
る
『
政
治
問
題
の
原
則
』
と
そ
の
近
況
」
訟
務
月
報
第
二
二
巻
(
一

九
七
六
年
)
第
一
一
一
一
号
一
四
四
頁
以
下
)
。

フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
が
恩
赦
を
も
は

や
統
治
行
為
と
み
な
し
て
い
な
い
こ
と
が
既
に
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い

る。
即
ち
、
戦
前
(
一
九
三
八
年
)
に
フ
ラ
ン
ス
の
統
治
行
為
論
を
初
め
て

我
が
国
に
紹
介
し
た
宮
沢
俊
義
「
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
法
に
お
け
る
統
治
行

為
」
(
「
憲
法
と
裁
判
」
所
収
一
一
一
頁
以
下
)
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
、
ギ
ユ

ゲ
ル
事
件
お
よ
び
ド
・
コ
ン
ス
タ
ン
ギ
事
件
に
対
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ

タ
の
判
決
は
恩
赦
が
統
治
行
為
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
訴
え
を
却
下

し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
一
九
四
七
年
の
ゴ
ン
ベ

l
ル
事
件

判
決
を
転
機
と
し
て
そ
れ
以
来
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
大
統
領
の
恩
赦
行

為
を
も
は
や
統
治
行
為
と
は
み
な
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は

我
が
国
で
も
既
に
周
知
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る

も
の
と
し
て
、
金
子
宏
「
統
治
行
為
の
研
究

L
H国
家
学
会
雑
誌
第
七
一

巻
(
一
九
五
七
年
)
八
号
五
四
頁
註
(
3
)
、
山
田
準
次
郎
「
統
治
行
為
に

つ
い
て
」
公
法
研
究
第
二
二
号
(
一
九
五
六
年
)
一
一
五
頁
(
即
ち
、
彼

に
よ
れ
ば
、
「
赦
免
行
為
は
今
日
統
治
行
為
と
認
め
ら
れ
な
い
。
」
)
、
同
「
民

主
主
義
諸
国
に
お
け
る
統
治
行
為
」
法
律
論
叢
第
二
七
巻
(
一
九
五
四
年
)

第
五
・
六
号
二
ハ
頁
、
雄
川
一
郎
「
統
治
行
為
論
」
付
国
家
学
会
雑
誌
第

六
八
巻
(
一
九
五
四
年
)
第
三
・
四
号
四
一
お
よ
び
四
七
頁
(
註
日
)
、

中
村
陸
男
「
統
治
行
為
」
フ
ラ
ン
ス
判
例
百
選
一
六
頁
、
小
林
節
「
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
『
統
治
行
為
論
』
の
実
態
と
日
本
の
統
治
行
為
論
」
(
上
)

自
治
研
究
第
五
九
巻
(
一
九
八
三
年
)
第
四
号
九
七
頁
註
(
8
)
。
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第
一
章

西
ド
イ
ツ
の
恩
赦
制
度
の
概
観

西ドイツ基本法の下での憲法裁判権および行政裁判権による恩赦の審査(ー)

西
ド
イ
ツ
の
恩
赦
制
度
は
、
我
が
国
の
そ
れ
と
若
干
異
な
る
。

一
般
思
赦
が
法
律
の
形
式
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
じ
を
除
け
ば
、
こ
れ
ま
で
我

が
国
で
は
殆
ど
西
ド
イ
ツ
の
恩
赦
制
度
に
つ
い
て
知
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ

て
、
本
論
の
叙
述
に
入
る
前
に
そ
の
理
解
の
た
め
に
、
こ
こ
で
一
括
し
て
そ
の

し
か
し

概
観
を
し
て
お
き
た
い
。

て
恩
赦
の
歴
史
は
古
く
、
わ
が
国
で
も
既
に
天
武
朝
の
時
代
に
、
当
時
継

承
さ
れ
た
中
国
法
の
影
響
を
受
け
て
恩
赦
が
活
発
に
活
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ

る
。
し
か
し
、
恩
赦
は
そ
れ
が
君
主
あ
る
い
は
〔
国
家
〕
元
首
の
恩
恵
と
し
て

出
発
し
た
た
め
に
、
長
い
問
、
恩
赦
権
の
担
い
手
は
そ
れ
を
外
部
か
ら
何
ら
の

拘
束
を
受
け
る
こ
と
な
く
全
く
自
由
に
行
使
し
う
る
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

ド
イ
ツ
に
於
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
、
恩
赦
を
意
味
す

る
の

E
母
(
恩
寵
)
あ
る
い
は
伊
間
口
注
高

E
伺
(
恩
寵
を
与
え
る
こ
と
)
と
い

う
言
葉
に
も
表
わ
れ
て
い
説
。
他
方
、
刑
罰
に
対
し
て
恩
赦
が
従
属
的
か
つ
補

完
的
な
性
格
を
持
つ
と
い
う
こ
と
も
ま
た
恩
赦
に
対
す
る
法
的
な
合
理
的
規
制

を
阻
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
於
け
る
恩
赦
に
つ
い
て
の
法

的
規
制
も
、
思
赦
権
者
や
場
合
に
よ
っ
て
は
下
級
官
庁
へ
の
恩
赦
権
の
委
任
の

可
能
性
を
定
め
る
の
み
で
、
そ
の
行
使
の
具
体
的
要
件
な
ど
を
定
め
る
も
の
で

は
な
く
、
ま
し
て
や
恩
赦
権
の
行
使
に
対
す
る
裁
判
所
の
司
法
審
査
の
可
能
性

な
ど
は
、
戦
後
、
基
本
法
が
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
あ
と
で
も
そ
の
当
初
は
殆

ど
議
論
の
外
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
ド
イ
ツ
に
於
け
る
恩
赦
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
古
く
は
、
た
と
え
ば
一

七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
二
部
第
一
一
一
一
章
「
国
家
の
権
利
義

務
一
般
に
つ
い
て
」
第
九
条
以
下
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
の
憲
法

は
、
ほ
ず
す
べ
て
そ
の
中
に
元
首
の
恩
赦
権
に
つ
い
て
の
規
定
を
含
ん
で
い
る
。

文
一
言
上
基
本
法
第
六

O
条
第
二
項
の
恩
赦
権
の
規
定
に
直
接
継
承
さ
れ
て
い

る
と
い
わ
れ
る
ワ
イ
マ
l
ル
憲
法
第
四
九
条
は
、
「
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
、
ラ
イ

ヒ
の
た
め
に
∞
お

E
e官
認
可
R
宮
を
行
使
す
る
。
閉
め
百
F
Z
E
5
2昆
は
、

イ
ヒ
法
律
に
よ
る
こ
と
を
要
す
る
。
」
と
規
定
す
る
。

こ
こ
で
第
一
項
の
規
定
す
る
大
統
領
の
慰
問

E
P四
E
閣
は
、
「
特
定
人
あ
る

い
は
多
数
人
に
関
す
る
具
体
的
場
合
」
に
つ
い
て
「
確
定
判
決
に
よ
っ
て
言
渡

さ
れ
た
」
「
刑
の
全
部
あ
る
い
は
一
部
」
の
免
除
で
あ
っ
て
、
「
国
家
が
自
ら
に

帰
属
す
る
刑
の
執
行
権
(
公
訴
権
で
は
な
く
)
の
放
棄
を
意
味
す
る
」
と
さ
れ

る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
の

F
m
E
E
2
Zと
は
、
二
応
、
我
が
国
で
い
う
個
別

(且

恩
赦
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
個
別
恩
赦
を
行
う
権
利
は
、
コ
ブ

イ
ヒ
の
た
め
の
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
第
一
項
は
全
体
と
し フ
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て
、
ラ
イ
ヒ
の
管
轄
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て
個
別
恩
赦
を
す
る
権
限
を
ラ
イ

ヒ
大
統
領
に
与
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
ラ
イ
ヒ
の
恩
赦
権

の
範
囲
に
つ
い
て
定
め
る
明
文
の
規
定
を
ワ
イ
マ
1

ル
憲
法
は
置
い
て
い
な
い

の
で
、
そ
れ
は
憲
法
解
釈
に
よ
る
こ
と
に
な
る
が
、
〉
口
印
円

Z
Rに
よ
れ
ば
、
「
古

き
法
お
よ
び
法
原
則
」
に
従
っ
て
、
「
ラ
イ
ヒ
自
体
の
裁
判
開
が
第
一
審
と
し

て
終
局
判
決
を
し
た
事
件
」
に
つ
い
て
の
み
ラ
イ
ヒ
の
恩
赦
権
が
認
め
ら
れ
日
。

こ
れ
を
ラ
ン
ト
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
事
件
に
つ
い
て
の
恩
赦
権
|

単
に
個
別
思
赦
権
の
み
な
ら
ず
一
般
恩
赦
権
も
は
、
ラ
ン
ト
に
帰
属
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

」
の
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
個
別
恩
赦
権
は
、
下
級
官
庁
へ

委
任
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
た
だ
大
統
領
自
ら
こ
れ
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、

大
統
領
の
副
署

(
c
a
g
N
E己
5
5悶
)
が
必
要
と
さ
れ
た
。

次
に
、
第
二
項
の
規
定
す
る
〉
E
2
2
5
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
一
般
的
に

表
現
さ
れ
た
多
数
の
事
件
に
つ
い
て
の
刑
の
免
除
」
で
あ
り
、
「
確
定
判
決
に

よ
っ
て
言
渡
さ
れ
た
亡
命
円
宮
日
r
S『円高

q
E
E
C
、
従
っ
て
執
行
可
能
な
あ

る
い
は
既
に
執
行
の
始
ま
っ
て
い
る

l
刑
の
存
在
を
要
件
と
す
る
と
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
〉
B
5
2
5
は
、
我
が
国
で
一
般
に
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
大

赦
」
に
直
接
対
応
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
有
罪
の
言
渡
を
受
け
た
者
に
対
す

る
大
船
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
二
項
の
規
定

す
る
ラ
イ
ヒ
の
〉
ヨ
ロ
自
円
高
を
行
う
権
限
の
範
囲
も
、
前
述
の
ラ
イ
ヒ
大
統
領

の
個
別
恩
赦
を
行
う
権
限
の
範
囲
と
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

更
に
、
寸
(
起
訴
後
)
未
だ
有
罪
の
吾
一
日
渡
を
受
け
て
い
な
い
者
に
対
す
る
大
赦
」

に
あ
た
る
の
が
〉

Z
E
5ロ
(
あ
る
い
は
、

Z
Z
己常的円
Z
白
間
口
口
問
)
で
あ
る
。
こ
れ

は
我
が
国
で
は
「
免
訴
」
と
訳
さ
れ
て
い
目
。
我
が
刑
事
訴
訟
法
第
三
三
七
条

は
、
「
確
定
判
決
を
経
た
と
き
」
「
犯
罪
後
の
法
令
に
よ
り
刑
が
廃
止
さ
れ
た
と

き
」
「
大
放
が
あ
っ
た
と
き
」
「
時
効
が
完
成
し
た
と
き
」
に
免
訴
の
判
決
を
す

べ
き
こ
と
を
定
め
る
が
、
ド
イ
ツ
の
〉
『
。

-
E
S
は
こ
れ
ら
免
訴
を
す
べ
き
場

合
一
般
を
さ
す
の
で
は
な
く
、

一
般
恩
赦
の
諸
類
型
の
一
つ
の
こ
と
で
あ
っ
て

我
が
国
の
上
述
の
「
大
赦
が
あ
っ
た
と
き
」
の
免
訴
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
既
に
開
始
さ
れ
た
刑
事
手
続
を
先
に
進
め
る
こ
と
の
放
棄
」
即
ち
「
国
家
に

帰
属
す
る
公
訴
権
の
放
棄
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
即
ち
、
こ
の
〉
Fo--Zロ

の
場
合
に
は
、
そ
こ
で
赦
免
の
対
象
と
さ
れ
た
刑
罰
に
該
当
す
る
犯
罪
に
よ
っ

て
起
訴
さ
れ
て
い
る
者
の
訴
訟
手
続
は
中
止

(
Z
E
2
2
Eお
E
開
)
さ
れ
免

訴
が
言
渡
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
免
訴
を
〉
F
D
-
-
・

5
ロ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〉

Z
-
5
2も
〉
百
円
高
田
巴
巾
と
同
様
、

法
律
に
よ
る
こ
と
を
要
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ワ
イ
マ
l
ル
憲
法
第
四
九
条

は
確
定
判
決
に
対
す
る
恩
赦
の
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、

同
条
は
、
こ
の
〉

z
z
z
gを
行
う
ラ
イ
ヒ
の
権
限
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な

(
初
)ぃ
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
〉
σ。
}
E
E、
更
に
は
、
や
は
り
こ
の
四
九

条
の
保
障
に
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
る
減
刑
や
復
権
な
ど
の
他
の
一
般
思
赦
、
を

行
う
権
限
は
他
の
立
法
を
行
う
権
限
と
同
様
に
、
ラ
イ
ヒ
の
立
法
権
の
当
然
の
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構
成
要
素
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
料
、
〉

E
E
Sは
そ
れ
以
上
の
憲
法
上

{
幻
}

の
根
拠
を
関
わ
れ
る
こ
と
な
く
〉
ヨ
忠
弘
お
と
並
ん
で
憲
法
学
上
も
説
明
さ
れ

ま
た
刑
免
除
法
の
中
に
も
規
定
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
我
が
国
に
於
け
る
一
般
恩
赦
は
、
恩
赦
法
が
恩
赦
の
種
類
・
そ

西ドイツ基本法の下での憲法裁判権および行政裁判権による恩赦の審査(ー)

の
効
果
な
ど
を
一
般
的
に
定
め
、
そ
れ
に
基
づ
き
具
体
的
に
は
思
赦
の
種
類
に

従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
別
異
の
政
令
に
よ
っ
て
(
大
赦
令
・
減
刑
令
・
復
権
令
な
ど

と
し
て
)
行
わ
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
「
刑
の
免
除
に
関
す
る
法
律
(
の
2
2
N

5
2
己
毘
の
め
耳
酔

F
E
Z
Zロ
印
可
え
『

2
-
Z芹
ロ
ロ
《
]
印
可
民
自

E
m
E口
問
)
(
こ
れ
を

略
し
て
、
通
常
は
、
刑
免
除
法
(
(
印
可
巴
5
F
E
g
m
g
m
R
)
)
と
よ
ば
れ
る
)
」

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
法
律
が
我
が
国
の
大
赦
令
・
減
刑
令
・
復
権
令

の
う
ち
の
ど
れ
に
相
当
す
る
の
か
は
、
当
該
法
律
の
内
容
如
何
に
よ
る
の
で
あ

る
が
、
ド
イ
ツ
の
立
法
実
務
上
は
、
我
が
園
の
右
三
つ
の
政
令
の
う
ち
の
い
く

っ
か
あ
る
い
は
す
べ
て
の
内
容
を
複
合
的
に
持
つ
も
の
が
一
つ
の
法
律
と
し
て

制
定
さ
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
現
在
で
も
変
ら

な
い
。
し
か
も
、
刑
免
除
法
は
、
単
に
上
述
の
〉
呂
志
的
門
戸
市
や
〉
『
。

-
E
S
の
み

な
ら
ず
、
未
だ
起
訴
さ
れ
て
い
な
い
段
階
に
あ
る
被
疑
者
に
つ
い
て
そ
の
者
を

起
訴
し
な
い
旨
を
定
め
る
規
定
や
既
に
執
行
の
終
っ
た
者
に
対
す
る
復
権
の
規

定
、
そ
し
て
更
に
減
刑
の
規
定
を
も
定
め
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

三
、
基
本
法
の
下
で
の
西
ド
イ
ツ
の
恩
赦
制
度
は
基
本
的
に
は
ワ
イ
マ
l
ル

憲
法
下
の
そ
れ
と
変
ら
な
い
。

連
邦
と
ラ
ン
ト
と
の
間
の
恩
赦
権
の
分
配
も
、

ワ
イ
マ

1
ル
憲
法
下
で
の
ラ
イ
ヒ
と
ラ
ン
ト
と
の
聞
の
そ
れ
と
同
様
に
、
恩
赦

の
対
象
と
な
る
事
件
の
第
一
審
裁
判
所
が
連
邦
の
そ
れ
で
あ
っ
た
の
か
ラ
ン
ト

の
そ
れ
で
あ
っ
た
の
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
で
あ
り
、
各
場
合
に
よ
っ
て
連
邦

{
白
)

と
ラ
ン
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
権
限
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

ラ
ン
ト
の
恩
赦
に
つ
い
て
は
、
各
ラ
ン
ト
は
憲
法
に
そ
の
権
限
お
よ
び
委
任

に
関
す
る
一
般
規
定
を
置
き
、
そ
れ
に
基
づ
き
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
の

法
律
・
首
相
の
命
令
(
〉

E
E
E口
問
)
あ
る
い
は
告
示

(
F
E
E
E常
吉
口
問
)

そ
の
他
の
法
形
式
に
よ
っ
て
定
め
て
い
る
。
こ
こ
で
、
各
ラ
ン
ト
憲
法
に
よ
れ

，;r 

一
般
恩
赦
(
特
に
、

〉
自
足
答
。
。
し
か
し
場
合
に
よ
っ
て
は
〉
F
o
r
t
s

を
も
含
む
。
た
だ
、
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
だ
け
は
、
そ
の
中
に
一
般
恩
赦
に
つ
い

て
の
規
定
を
含
ま
な
い
。
)
は
、
こ
れ
を
各
ラ
ン
ト
議
会
が
法
律
に
よ
っ
て
行

う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
、
個
別
恩
赦
に
つ
い
て
は
、
一
都
市
が
同
時
に
一

つ
の
ラ
ン
ト
を
構
成
し
て
い
る
ラ
ン
ト
(
凶

g
去
え

E
Zと
で
あ
る
ハ
ン
ブ
ル
ク

や
ブ
レ

I
メ
ン
な
ど
で
そ
の
ラ
ン
ト
政
府
(
ぽ

E)
が
こ
れ
を
行
使
す
お
と

さ
れ
て
い
る
他
は
、
ラ
ン
ト
首
相
(
た
だ
し
、
下
級
官
庁
へ
の
委
任
が
な
さ
れ

る
の
が
通
常
で
あ
る
)
が
こ
れ
を
行
使
す
る
と
さ
れ
て
い
針
。

連
邦
の
恩
赦
権
に
つ
い
て
は
、
基
本
法
が
そ
の
第
六

O
条
第
二
項
で
「
彼

(
H

連
邦
大
統
領
|
筆
者
)
は
、
個
々
の
場
合
に
、
連
邦
の
た
め
に
恩
赦
権
を
行
使

す
る
」
と
規
定
し
て
、
連
邦
の
個
別
恩
赦
権
が
連
邦
大
統
領
に
帰
属
す
る
こ
と
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を
明
ら
か
に
し
、
更
に
同
条
第
三
項
は
、
こ
の
権
限
を
大
統
領
が
下
級
官
庁
に

委
任
し
う
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

」
れ
ら
の
規
定
を
、
つ
け
て
、
こ
の
連
邦

大
統
領
の
個
別
恩
赦
権
に
つ
い
て
の
詳
細
は
こ
れ
を
「
連
邦
の
恩
赦
権
に
関
す

る
連
邦
大
統
領
の
命
令
(
〉

S
E
Eお
母
印

E
E命名
5
2
ι
2
5
H
与
の
『
岳
m

〉
5
D
U
Z
口
問
母
印
∞
内
問

E
《廿問ロロ岡田『
m
n
z
Z
巳
命
日
∞
ロ
ロ

ι
g
)
」
が
定
め
て
い
る
。

現
行
の
も
の
は
、
一
九
六
五
年
一

O
月
五
日
公
布
即
日
施
行
の
も
の
(
た
だ
し
、

そ
の
一
部
は
そ
の
後
の
一
九
七

O
年
一
一
月
三
日
の
命
令
で
改
正
さ
れ
て
い

る
。
)
で
、
そ
れ
は
、
連
邦
大
統
領
が
自
己
に
留
保
す
る
恩
赦
事
項
(
第
一
条
)
、

各
省
大
臣
に
委
任
さ
れ
る
思
赦
事
項
(
第
二
条
)
、
そ
れ
ら
委
任
事
項
の
下
級

官
庁
へ
の
再
委
任
(
第
三
条
)
、
連
邦
大
統
領
が
自
ら
恩
赦
を
行
う
場
合
の
各

省
大
臣
等
の
事
務
的
準
備
作
業
の
義
務
に
関
す
る
規
定
(
第
四
条
)
、
そ
し
て
、

先
行
の
一
九
五
二
年
の
命
令
の
失
効
等
を
定
め
る
最
終
規
定
を
含
む
が
、
恩
赦

手
続
に
つ
い
て
の
定
め
は
な
問
。

他
方
、
基
本
法
第
六

O
条
は
、
連
邦
の
一
般
恩
赦
権
に
つ
い
て
何
ら
規
定
し

こ
の
点
で
は
、
ワ
イ
マ

1
ル
憲
法
第
四
九
条
お
よ
び
基
本
法
下

の
各
ラ
ン
ト
憲
法
(
上
述
の
如
く
、
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
は
例
外
で
あ
る
。
)
が

て
い
な
い
。

明
文
で

〉
冒
口
2cm)
が
法
律
に
よ
る
こ
と
を
要
す
る

し
か
し
、
こ
の
連
邦
の
一
般
恩
赦
権
は
、

一
般
恩
赦
(
特
に
、

と
規
定
し
て
い
る
の
と
は
異
な
る
。

裁基
判本
手法
続の
'-下
二で

ぶ同
て
基の
本

連 1・
邦主主
の m

七立 m

草案
ど号
最主
さ竺
れ疋
する
る

と
考「
え刑
。コ

ら
.lo執
fよ行
ぶぞ
るきき

こ
の
一
般
思
赦
に
つ
い
て
い
え
ば
、
基
本
法
の
下
で
の
〉
自
Z
M
Z
O
や

〉
Z
E
C
S等
の
一
般
思
赦
の
諸
形
式
に
つ
い
て
も
前
述
の
ワ
イ
マ
l
ル
期
の
そ

れ
に
つ
い
て
の
説
明
が
そ
の
ま
〉
あ
て
は
ま
る
。
ま
た
、
基
本
法
制
定
以
来
こ

〔

m
m
)

れ
ま
で
、
西
ド
イ
ツ
で
は
、
四
つ
の
刑
免
除
法
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
い
ず
れ
も
が
、
ワ
イ
マ

l
ル
期
の
刑
免
除
法
の
場
合
と
同
様
、

〉ヨロ命日
CAW

や
〉
σ。
}
吉
。
口
、
更
に
は
、
未
だ
公
訴
の
提
起
さ
れ
て
い
な
い
者
に
対
し
て
新

た
な
訴
法
手
続
が
始
め
ら
れ
な
い
旨
の
規
定
を
含
ん
で
お
り
、
ま
た
、
場
合
に

(
初
)

よ
っ
て
は
復
権
の
規
定
を
置
く
も
の
も
あ
る
。

以
上
で
、
ド
イ
ツ
の
恩
赦
制
度
の
概
観
を
終
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で

の
叙
述
で
は
、
恩
赦
制
度
全
体
の
概
観
を
す
る
と
い
う
そ
こ
で
の
意
図
か
ら
、

一
般
恩
赦
に
も
言
及
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
般
恩
赦
は
、
刑
の
種
類
そ
の
他
恩

赦
の
対
象
と
な
る
者
に
つ
い
て
の
要
件
が
す
べ
て
法
律
で
定
め
ら
れ
そ
れ
に
該

当
す
る
者
す
べ
て
に
一
律
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
個
人
の

権
利
侵
害
な
ど
と
い
う
こ
と
は
通
常
考
え
ら
れ
ず
、
従
っ
て
、
個
人
の
権
利
侵

害
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
出
訴
の
途
と
の
関
連
で
の
恩
赦
の
統
治
行
為
性
や
恩

赦
と
裁
旦
一
阜
の
問
題
を
扱
う
本
稿
の
考
察
の
場
面
で
は
、
実
は
、
殆
ど
問
題
と
な

本
稿
で
取
り
扱
う
問
題
は
、
む
し
ろ
、
個
別
恩
赦
に
於
い
て
現
わ

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
で
の
議
論
も
こ
の
個
別
恩
赦
を
め
ぐ
る
そ
れ
に

従
っ
て
第
二
章
以
下
の
叙
述
で
は
、
個
別
恩
赦
に
つ
い
て
、

ら
な
い
。

集
中
し
て
い
る
。
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恩
赦
と
司
法
審
査
の
関
係
が
考
察
さ
れ
る
。

西ドイツ基本法の下での憲法裁判権および行政裁判権による恩赦の審査(ー)

+士==一一ロ(1
)
鈴
木
前
掲
書
二
九
二
一
一
貝
、
原
前
掲
書
(
下
)
八

O
頁
な
ど
が
こ
の
こ
と

に
触
れ
て
い
る
。

(
2
)
原
前
掲
書
(
上
)
九
七
頁

(3)
た
だ
日
本
語
で
恩
赦
と
一
一
首
で
一
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
厳
密
に
は
、
「
恩

赦
を
与
え
る
こ
と
」
の
意
に
使
わ
れ
た
り
、
「
恩
赦
制
度
」
を
意
味
し
た

り
す
る
の
で
、
そ
の
言
葉
が
使
わ
れ
る
文
脈
で
そ
れ
に
対
応
す
る
ド
イ
ツ

語
は
異
な
る
。
恩
赦
制
度
は
の
ロ
由
民

2
5湾
口
で
あ
る
が
種
々
の
類
型
の

恩
赦
を
含
め
て
一
般
的
に
「
恩
赦
を
与
え
る
こ
と
」
を
表
わ
す
言
葉
は
、

の
ロ
包

g
ミ
耳
空
包
お
よ
び
∞

a
E
E管
局
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の

二
つ
の
言
葉
に
は
そ
の
使
わ
れ
方
に
若
干
の
相
異
が
あ
り
、
た
と
え
ば
一

般

恩

赦

(

の

2
2
m
-
z
F宮
山
己
記

E
明

)

と

か

個

別

思

赦

(開

E
2
5
a
E全開
E
m
-
F雪
印
丘
四

E
問
自
己
ロ
N

己

E})
と
か
い
う
場
合

に
は
∞
め
関
口
阻
止
』
間

E
聞
が
使
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
、
こ
の
∞

a
g
E

宮
口
町
は
確
定
判
決
で
刑
を
一
言
渡
さ
れ
た
者
に
対
す
る
恩
赦
の
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
〉

Fogsを
も
含
む
の

E
b
8
2
5
2の
方
が
よ
り
範
囲
の
広

い
一
言
葉
で
あ
る
。
た
だ
、
ド
イ
ツ
で
は
、
一
般
恩
赦
と
い
う
包
括
的
な
言

い
方
が
さ
れ
る
の
は
ご
く
稀
で
あ
り
、
一
般
恩
赦
に
つ
い
て
は
、
我
が
固

で
い
う
そ
れ
に
含
ま
れ
る
諸
類
型
の
恩
赦
に
あ
た
る
〉
自
ロ

2cmと
か

〉
U
D
-
-
E
D
D
と
か
に
個
別
に
言
及
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ

れ
は
、
ワ
イ
マ
l
ル
憲
法
第
四
九
条
や
基
本
法
第
六

O
条
二
項
が
大
統
領

の
個
別
恩
赦
(
権
)
に
つ
い
て
は

F
2包
括

E
間(印『

2
Eの
語
を
使
い
な

が
ら
、
一
般
恩
赦
に
つ
い
て
の
規
定
は
霞
か
ず
、
ワ
イ
マ
!
ル
憲
法
第
四

九
条
ご
項
(
そ
し
て
現
行
の
大
半
の
ラ
ン
ト
憲
法
)
が
〉
自
口

g
言
に
つ

い
て
の
規
定
だ
け
を
置
い
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
(
従
っ
て
、
単

に
慰
問
ロ
注
目
何
言
問
と
い
え
ば
通
常
は
個
別
恩
赦
の
こ
と
で
あ
る
。
)
。
ま
た
、

更
に
の
=
包

g
共
同
め
も
〉
信
号

M
Zと
か
大
統
領
の
個
々
の
個
別
恩
赦
な
ど

の
個
々
の
恩
赦
行
為
の
総
体
と
し
て
や
は
り
、
恩
赦
一
般
を
表
わ
す
。
恩

赦
を
行
う
権
限
か
ら
見
た
場
合
に
は
、
立
法
府
の
)
般
恩
赦
を
行
、
つ
権
限

と
|
|
前
述
の
よ
う
に

l
l大
統
領
(
お
よ
び
そ
の
委
任
を
受
け
た
下
級

官
庁
)
の
個
別
恩
赦
権
、
即
ち
伊
拘
ロ
包
括

E
岡
山
百
円
宮
、
を
含
め
て

の
E
品開ロベ
mnFH(恩
赦
権
)
の
語
が
使
わ
れ
る
。

(
4
)
こ
の
第
九
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
著
し
く
重
要
な
事
由
が
あ
る
場
合
に
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
(
出
5

q
F
O
F
-
-
n
r
g
P
E
E
S
)
、
犯
罪
を
赦
し
、
捜
査
を
中
止
し
、
犯
罪
人
を

〔
そ
の
犯
罪
の
〕
す
べ
て
あ
る
い
は
そ
の
一
部
に
つ
い
て
宥
恕
し
、
重
懲

役
刑
・
城
塞
禁
鋼
刑
あ
る
い
は
そ
の
他
の
重
い
体
刑
を
よ
り
寛
大
な
刑
罰

に
変
更
し
た
り
す
る
権
利
は
、
こ
れ
を
国
家
元
首
の
み
が
直
接
に
行
使
し

う
る
。
た
だ
し
、
元
首
が
そ
の
権
利
を
二
疋
の
犯
罪
あ
る
い
は
刑
罰
に
つ

い
て
下
級
官
庁
に
明
示
的
に
委
任
し
た
場
合
に
は
そ
の
限
り
で
な
い
」

(
5
)

一
八
五

O
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
第
四
九
条
参
照
。
一
八
七
一
年
の

ピ
ス
マ
ル
ク
憲
法
は
恩
赦
権
の
規
定
を
持
た
な
い
が
、
刑
事
訴
訟
法
第

四
人
四
条
が
皇
帝
の
恩
赦
権
を
規
定
し
て
い
た
(
同
・

ζ
巳
-
F
N
R

〉ロ町内円
F
Z
V
釦『
r
m
E

〈
。
ロ
の
ロ
印
品
巾
ロ
め
ロ
門
印
円
F
2
ι
E
口問。
P

U
〈∞
-

H

叩品
ω・
∞
-

N
0
・)。
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研究ノート

(
6
)
司
「
}
ハ
ロ

2
3
F
〉
ロ
刊
号
自
者
め
岡
市
N
ロ
こ
E
M
E
N
-
白
玄

-
5
7、
。
ロ
の
ロ
包

go

ω
r
z
p
。。〈]戸市町叶
C
.
m・
H
N
N
.

(
7
)
こ
れ
は
、
判
決
の
み
な
ら
ず
刑
事
処
分
(
印
可
え
2

ュZ
E間
)
や
刑
の

決
定
(
印
可
出
向
F
命的円
Z
E
)
を
含
む
。
こ
の
二
つ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

山
田
歳
「
ド
イ
ツ
法
律
用
語
辞
典
」
参
照
。

(8)
の
・
〉
口
印
円
F
口同
N

・
0
5
〈
ぬ
江
田
回
目
己
口
問
品
目
的
。
巾
ロ
門
田
市
町
内
口
問
2
円
『
帥
〈
。
ョ
=

〉
ロ
伺
己
凹
門
同
由
同
市
Y

〈
-
2・Z
∞m河
川

w

『F
2
門戸回口問・]{品〉ロロ・
H
m
v
ω
ω
.
的

.
ω
C
H
・

(
9
)
鈴
木
前
掲
書
二
九
二
三
頁
に
よ
れ
ば
、
現
行
恩
赦
法
上
我
が
国
の
個
別

恩
赦
に
は
、
特
赦
、
刑
の
執
行
の
免
除
、
特
別
減
刑
、
特
別
復
権
の
四
つ

の
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
特
赦
」
は
、
「
有
罪
の
言
渡
を
受
け
た
特
定

の
者
に
対
し
、
そ
の
言
渡
の
効
力
を
失
わ
せ
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
刑
の

執
行
の
免
除
」
と
は
、
「
刑
の
一
言
渡
を
受
け
た
特
定
の
者
に
対
し
、
そ
の

刑
の
執
行
を
免
除
す
る
」
も
の
、
「
特
別
減
刑
」
は
、
「
刑
の
言
渡
を
受
け

た
特
定
の
者
に
対
し
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
若
し
く
は
こ
れ
と
と
も
に
執
行

猶
予
の
期
間
を
短
縮
し
又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
滅
軽
す
る
」
も
の
、
そ
し

て
最
後
に
「
特
別
復
権
」
と
は
、
「
刑
の
執
行
を
終
り
又
は
執
行
の
免
除

を
得
た
特
別
の
者
に
対
し
、
有
罪
の
一
言
渡
を
受
け
た
た
め
法
令
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
っ
て
喪
失
し
ま
た
は
停
止
さ
れ
た
資
格
を
、
一
般
に
、
あ
る

い
は
特
定
の
資
格
を
、
回
復
す
る
」
も
の
と
さ
れ
る
。
本
文
に
於
い
て
述

べ
た
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
個
別
恩
赦
権
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
中
に
、

特
定
人
に
対
す
る
刑
の
全
部
あ
る
い
は
一
部
の
免
除
に
あ
た
る
我
が
国
の

「
刑
の
執
行
の
免
除
」
と
「
特
別
減
刑
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
が
、
言
渡
そ
の
も
の
の
効
力
を
失
わ
せ
る
「
特
赦
」
は
少
く
と
も
こ
の

定
義
の
中
に
は
入
っ
て
は
来
な
い
。
資
格
の
回
復
で
あ
る
「
特
別
復
権
」

に
つ
い
て
も
問
題
で
あ
り
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
下
で
ど
の
よ
う
に
取
り
扱

わ
れ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
(
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
団
藤
重
光

「
刑
法
綱
要
総
論
」
四
三
七
頁
註
四
参
照
。
)
が
、
基
本
法
下
で
は
ラ
ン
ト

レ
ベ
ル
で
恩
赦
に
よ
る
資
格
回
復
を
申
請
し
た
事
件
に
関
す
る
連
邦
行
政

裁
判
所
の
判
決
(
後
述
す
る
一
九
六
二
年
三
月
八
日
の
判
決
(
(
回

2
『
君
。
何

z・
3))
参
照
。
)
が
あ
り
、
そ
こ
で
の
叙
述
か
ら
す
れ
ば
少
く
と
も
西

ド
イ
ツ
の
ラ
ン
ト
レ
ベ
ル
で
は
「
特
別
復
権
」
も
思
赦
の
一
形
式
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
一
般
的
に
は
本
文
の
よ
う
に
言
え
よ
う
が
、
し
か
し

厳
密
に
は
、
こ
の
∞
。
吉
田
任
問
ロ
ロ
聞
が
ど
の
程
度
ま
で
我
が
国
の
現
行
恩
赦

法
の
規
定
す
る
個
別
恩
赦
の
諸
類
型
と
対
応
す
る
の
か
は
、
こ
こ
で
は
確

言
し
え
な
い
。

(
日
)
こ
の
意
味
で
の
裁
判
所
に
は
、
刑
事
裁
判
所
お
よ
び
懲
戒
裁
判
所
の
機

能
を
行
使
す
る
場
合
の
行
政
官
庁
も
含
ま
れ
る
。
〉
口
凶
円

E
F
E・o・噂

∞・
ω
C
]
ケ
司
Z
・
Y
U
2・M
-
]
{

〉ロコ
-

H

由
N
]
f
m
・
-cmw-

(
日
)
〉
ロ
印
円

FEN-
印-PO--
∞・
ω
C
H
・

(
ロ
)
こ
の
憲
法
上
の
権
限
分
配
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
は
違
憲
と
な
る
。
現

実
に
は
一
度
、
ラ
イ
ヒ
が
こ
の
ラ
ン
ト
の
恩
赦
権
を
侵
害
す
る
一
般
恩
赦

を
定
め
る
法
律
で
あ
る
刑
免
除
法
(
の
め
印

3
5
q
g
g
S
E
Z伊
丹
さ
自

工
-
E一
ニ
也

N∞
-
F月
宮
間

2
3
Z己門

E
N∞・

3
】二
-
m・
5
伊
)
を
制
定

し
た
(
即
ち
そ
の
第
一
条
で
は
、
単
に
ラ
イ
ヒ
の
裁
判
所
の
み
な
ら
ず
ラ

ン
ト
の
裁
判
所
が
言
渡
し
た
刑
に
つ
い
て
も
そ
の
言
渡
を
受
け
た
者
を
思

赦
の
対
象
に
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
)
こ
と
が
あ
り
、
同
法
は
後

に
そ
の
改
正
の
際
に
、
当
該
違
憲
規
定
は
そ
の
ま
、
に
さ
れ
た
が
そ
れ
を

北法36(5-6・140)1628 
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合
憲
と
し
て
追
認
す
る
た
め
に
、
憲
法
改
正
手
続
が
と
ら
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
事
後
的
に
違
憲
状
態
が
是
正
さ
れ
た
(
問
。
月
宮
間
2
2
N
Z
E

H
申
ω
0
・叶
m
z
r
m
-
品岱叶・
)

0

(
日
)
〉
ロ
凹
nFER-Mw-E・o・-∞・
ω
C
H円

(
比
)
た
と
え
ば
、
鈴
木
前
掲
書
二
九
三
五
頁
註
一
。
山
田
歳
「
ド
イ
ツ
法
律

用
語
辞
典
」
一
四
頁
の
〉
ヨ
ロ
何
回
吾
の
項
を
も
参
照
。
た
だ
、
こ
こ
で

の
叙
述
の
う
ち
、
「
〉
自
ロ
2

5
の
権
限
は
形
式
的
に
は
連
邦
大
統
領
に
属

す
る
」
な
ど
の
記
述
は
誤
り
で
あ
る
。
∞
め
悶

E
Eを
お
に
つ
い
て
の
説
明

(
四
人
頁
)
の
う
ち
「
恩
赦
は
法
律
を
必
要
と
す
る
」
と
い
う
筒
所
も
同

様
で
あ
る
。
形
式
的
に
せ
よ
何
に
せ
よ
連
邦
大
統
領
に
属
す
る
の
は

慰
問

E
己
認

E
間
(
個
別
思
赦
)
権
な
の
で
あ
り
、
法
律
を
必
要
と
す
る
の

は
〉
自
足
白
書
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
著
者
は
こ
れ
ら
二
つ
を
取
り

違
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
日
)
た
だ
、
我
が
国
で
は
大
赦
が
有
罪
の
言
渡
を
受
け
た
者
に
対
し
て
行
わ

れ
る
場
合
に
は
、
「
そ
の
言
渡
に
伴
う
資
格
制
限
の
効
果
の
消
滅
」
を
伴

う
も
の
と
さ
れ
る
(
鈴
木
前
掲
書
二
九
三
六
頁
)
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ

の
〉
ヨ
5
2
5
の
場
合
に
は
、
そ
の
説
明
の
中
で
そ
の
よ
う
な
効
果
に
言

及
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
従
っ
て
、
註
(
5
)
で
「
特
赦
」
に
つ
い
て
述
べ
た

の
と
同
じ
問
題
が
生
ず
る
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
般
恩
赦
を
行

う
個
々
の
刑
免
除
法
の
中
に
は
、
「
免
除
さ
れ
る
刑
に
つ
い
て
の
記
録
は

犯
罪
人
名
簿

(
g
E守
お
互
ぬ
こ
か
ら
抹
消
さ
れ
る
」
等
の
明
文
の
規
定

が
あ
る
場
合

(
P∞
m
R
5
2
任
。
の
め
垣
谷
『
口
口
問
〈
O
ロ
∞
守
主
守
m
F
2
円
E
E

凶守山内
E
Z
品
。
「
ロ
ロ
間
百

U
E
E
1
5
ω
Z
m
w
n
F
めロ〈。
E

∞
-
玄
E
H
m
w
N
0
・問。
RFω

同

2
2
N
F
E
F
H
m
u
N
C
凶・申
H
0
・一の
2
2
N
E
U
2・
内
止
め
の
め
耳
目
任
『
ロ
口
問
〈
。
ロ
印
門
司
町
民

同「
2
F
2
丹
〈
。
百
品
・
〉
口
四
戸
何
回
門
同
也
N
0
・同
2
円EM明
2
2
N
F
E
R
-
m
v
N
0
・∞
-HA
∞吋・一

の巾凶
2
N
U
F
O
『
印
可
由
民
『
2
z
g
門
町
己
『
旬
。
--Z
印円一戸命的門『田町門担円。ロ〈。
B
N
r
』三戸

]戸市山
N
N
・閉め
w円F
M
m何回
2
N
U
-
白芹]戸也
N
N
・↓
2
-
y
m
-
回申印・・。。凹
2
N
口町内『印門『田町
I

『「
2
E
2
円
〈
。
ョ

HAF

』E
Z
H由
N
∞-閉め呂町田間内田市門
N
U
Z
=
H
申
N
∞・、『
2
一「

的
・
呂
町
・
な
ど
の

l
筆
者
が
調
べ
え
た
限
り
で
の

l
す
べ
て
の
ワ
イ
マ

l
ル

期
の
刑
免
除
法
の
他
に
、
基
本
法
制
定
後
の
一
九
五
四
年
の
刑
免
除
法

(
(
E
E
g間2
2
N
Z
Z
5
8
・叶
E
二
-
m
N
C
P
)
)
)

と
明
文
の
規
定

が
な
い
場
合
(
基
本
法
制
定
後
に
出
さ
れ
た
四
つ
の
刑
免
除
法
の
う
ち
の

前
述
の
も
の
を
除
い
た
残
り
の
三
つ
)
が
あ
り
、
規
定
が
あ
る
場
合
で
あ
っ

て
も
そ
の
規
定
の
適
用
さ
れ
る
刑
が
単
に
既
に
執
行
を
終
え
て
い
る
も
の

だ
け
で
あ
り
従
っ
て
そ
れ
は
一
般
復
権
だ
け
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
も
の

や
未
だ
執
行
の
終
っ
て
い
な
い
刑
を
対
象
と
す
る
も
の
な
ど
区
々
で
あ
る

こ
と
に
鑑
れ
ば
、
有
罪
の
一
言
渡
に
伴
う
資
格
制
限
の
効
果
に
つ
い
て
は
、

一
般
恩
赦
の
場
合
に
は
、
個
々
の
刑
免
除
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

(
日
)
山
回
展
「
ド
イ
ツ
法
律
用
語
辞
典
」
一
一
一
頁
。

(
口
)
〉
口
帥
円

E
C
F
田・白・
0
・・∞・
ω
C
品

(
凶
)
の
2
-
r
E
師同町内
F
Z
君。『円。『
F
Z
円F
A
H
〉丘一--∞・叶・

(川山)〉ロ印円
F
E
R
-
∞・
ω
。
ι
・

(
初
)
〉
口
出
向
『
E
C
-
F削
W・O
・-
H
〉己ロ・

ω-H{)ψ
・

(
幻
)
開
『
巳
・

(
忽
)
基
本
法
下
で
の
こ
れ
ら
一
般
恩
赦
に
つ
い
て
の
以
下
の
叙
述
参
照
。

(
お
)
の
-z
・
5
P
E
何〈
ωロ聞の
2
2
Z
印∞
g
主的
-
m
M
2
-
S
F
(
出

Z
開・)}ハロロ
ω
F
2
2
・

N。問・∞円
}
5
2
E
m
r
F
。F
H川
W
A
X
Y
N
〉
ロ
ロ
・
∞
司
-U()
印同・・
Y
白血ロロ
N・
ζMWHM
ロ
N¥
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研究ノート

。
D
ユ間¥出。吋
N

。同・。

E
E聞
の
認
定
問
。
ョ
自
巾
E
R
-
〉ユ・

2
・
宮
口
『

-E・
更
に
、

刑
事
訴
訟
法
(
凶
弓
O
)

第
四
五
二
条
は
、
こ
の
権
限
分
配
を
明
文
で
次

の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
第
一
審
に
於
い
て
連
邦
の
裁
判
権
の
行
使
と
し
て
裁
判
が
行
わ
れ
た
事
件

に
於
い
て
は
、
恩
赦
権
は
連
邦
に
属
す
る
。
そ
の
他
の
す
べ
て
の
事
件

に
於
い
て
は
、
恩
赦
権
は
ラ
ン
ト
に
属
す
る
。
」

(M)
的円
F
D
ロ向。
5
2・
官
印
N
g
-
u
O
に
つ
い
て
の
脚
註
に
於
け
る
各
ラ
ン
ト
法

令
参
照
。

(
お
)
∞

q
E憲
法
第
六
八
条
、

F
2
3憲
法
第
二
二
条
、

E
E
E『岡憲

法
第
四
四
条
。

(
お
)
∞
白
色

2
ー
要
旨
苦
昌
目
屈
指
憲
法
第
五
二
条
、
固
め
回
目
自
憲
法
第
一

O
九
条
、

Z
芯
号
B
R
E
S
憲
法
第
二
七
条
、

Z
。『奇

Z
5ー垣内印広田
-g憲
法
第
五
九

条
、
間
FOE-伊
豆
七

E
N憲
法
第
一

O
三
条
、
的
曲
目
ユ
自
己
憲
法
第
九
五
条
、

印円
E
8
5問
IF富
市
戸
口
憲
法
第
二
七
条
。

(
幻
)
こ
の
命
令
の
最
初
の
も
の
は
、
一
九
五
二
年
二
一
月
一

O
日

(∞

E
且命的問
3
2
N
F
S
F
S印N
・同，
mF
二
-
∞
・
叶
也
(
)
円
)
に
出
さ
れ
た
が
、
現

行
の
も
の
の
発
効
に
よ
っ
て
失
効
し
た
。
一
九
六
五
年
一

O
月
五
日
の

命
令

(
E
E
g同
2
2
N
Z巳
F
E
E
-
叶

2
こ・∞・

5
寸

ω
戸
)
の
全
文
は
以
下

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
基
本
法
第
六

O
条
第
二
項
・
第
三
項
に
基
づ
い
て
、
私
は
次
の
よ
う
に
命

ず
る
。

第
一
条
〔
連
邦
大
統
領
に
留
保
さ
れ
た
思
赦
事
項
〕

私
は
、
個
別
恩
赦
権
が
連
邦
に
属
す
る
事
件
で
あ
る
、
確
定
判
決
に
よ
っ
て

終

結

し

た

刑

事

事

件

・

懲

戒

事

件

・

名

誉

裁

判

所

の

事

件

(E『自問
3
円
宮
印
目
白
円
宮
口
)
に
於
い
て
、
以
下
の
恩
赦
を
与
え
る
こ
と

(E包
2
2
5
5
)
を
自
ら
に
留
保
す
る
。

l
、
連
邦
通
常
裁
判
所
が
第
一
審
と
し
て
あ
る
い
は
他
の
連
邦
裁
判
所
が
、

言
渡
し
た
刑
の
免
除
あ
る
い
は
減
軽
。
但
し
、
刑
の
執
行
の
延
期
・
中
断

(
印
可
広
告

g
g
E
)
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

2
、
刑
事
裁
判
所
に
よ
る
有
罪
判
決
の
服
務
法
上
あ
る
い
は
年
金
法
上
の
効

果
の
除
去
。

3
、
以
下
に
挙
げ
る
懲
戒
罰
の
免
除

a
、
服
務
あ
る
い
は
服
務
関
係
か
ら
の
排
除

b
、
思
給
の
剥
奪
あ
る
い
は
基
本
法
第
一
一
一
一
一
条
の
通
用
を
受
け
る
者
の

法
律
関
係
を
規
律
す
る
た
め
の
法
律
か
ら
生
ず
る
権
利
の
剥
奪
。

4
、
生
活
費
(
C
ロ円。与白
-
Z
F
2
3同
)
を
与
え
る
こ
と
の
承
認
(
西
ド
イ
ツ
連

邦
官
吏
法
第
一
二

O
条
等
参
照
筆
者
)
。

5
、
連
邦
通
常
裁
判
所
に
於
い
て
弁
護
士
に
対
し
て
下
さ
れ
た
弁
護
士
会
か

ら
の
除
名
決
定
の
取
消
。

第
二
条
〔
恩
赦
権
の
委
任
〕

川
私
が
連
邦
の
個
別
恩
赦
権
の
行
使
を
自
ら
に
留
保
し
な
か
っ
た
限
り
で
、

そ
の
行
使
を
次
の
者
に
委
任
す
る
。

ー
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
・
連
邦
参
議
院
・
連
邦
憲
法
裁
判
所
・
連
邦
会
計

検
査
院
・
ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
の
そ
れ
ぞ
れ
の
長
に
対
し
て
、

そ
の
所
掌
領
域
の
連
邦
官
吏
お
よ
び
退
職
官
吏
が
な
し
た
懲
戒
事
件

に
於
い
て

2
、
連
邦
各
大
臣
に
対
し
て
、
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そ

の

所

掌

領

域

の

懲

戒

事

件

お

よ

び

各

誉

裁

判

所

事

件

(
E
Z
E開

gnzn巳
Z
ロ
)
に
於
い
て

3
、
連
邦
内
務
大
臣
あ
る
い
は
〔
軍
人
懲
戒
裁
判
の
〕
開
始
官
庁

(
H

巴
己

2
5岡田
Z
Z
Eぺ
軍
人
懲
戒
法
第
八
六
条
参
照

i
筆
者
)
と
し

て
の
権
限
を
委
任
さ
れ
た
連
邦
大
臣
に
対
し
て

公
務
に
従
事
す
る
者
あ
る
い
は
基
本
法
第
一
一
一
二
条
の
適
用
を
受
け

る
者
の
法
律
関
係
を
規
律
す
る
た
め
の
法
律
が
定
め
る
意
味
で
の
扶
助

受
給
権
者
の
懲
戒
事
件
に
於
い
て

凶
私
は
、
更
に
、
次
の
者
に
連
邦
の
個
別
恩
赦
権
の
行
使
を
委
任
す
る
。

ー
、
連
邦
司
法
大
臣
に
対
し
て

以
下
の
裁
判
所
の
下
し
た
確
定
判
決
に
よ
っ
て
終
結
し
た
刑
事
事
件

に
於
い
て

州
、
私
が
そ
の
(
恩
赦
)
決
定
を
自
ら
に
留
保
し
な
か
っ
た
限
り
に
於

い
て
、
第
一
審
と
し
て
の
連
邦
通
常
裁
判
所
あ
る
い
は
他
の
連
邦
裁

半
所

川
、
第
一
審
と
し
て
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
、
旧
民
族
裁
判
所
、
旧
国
防
軍

裁
判
所
(
垣
内
『
『
呂
田
円
宮
町

gnZ)、
旧
国
防
軍
類
似
の
団
体
の
裁
判
所

付
、
現
在
で
は
対
応
す
る
ド
イ
ツ
の
裁
判
権
の
な
い
旧
裁
判
所

2
、
連
邦
大
蔵
大
臣
に
対
し
て

確
定
判
決
に
よ
っ
て
終
結
し
た
、
租
税
犯
お
よ
び
独
占
犯
に
対
す
る

行
政
罰
事
件
に
於
い
て

3
、
連
邦
郵
政
大
臣
に
対
し
て

確
定
判
決
に
よ
っ
て
終
結
し
た
、
郵
便
法
上
の
行
政
罰
事
件
に
於
い

て

4
、
所
轄
の
連
邦
誇
大
臣
に
対
し
て

確
定
判
決
に
よ
っ
て
終
結
し
た
、
当
該
連
邦
大
臣
の
所
掌
領
域
の
秩

序
罰
事
件
お
よ
び
過
料
事
件
に
於
い
て

同
以
上
の
授
権
は
、
あ
る
事
件
が
当
該
授
権
の
対
象
と
な
る
と
し
て
も
そ

の
事
件
が
特
別
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
与
え
ら
れ

な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
件
の
場
合
に
は
、
私
は
自
ら
決
定
す
る
権
限
を
自

ら
に
留
保
す
る
。

第
三
条
〔
恩
赦
権
の
再
委
任
〕

私
が
連
邦
の
個
別
恩
赦
権
の
行
使
を
委
任
し
た
連
邦
大
臣
に
対
し
て
、
私

は
、
そ
の
権
限
を
一
般
に
あ
る
い
は
個
別
に
下
級
機
関
に
〔
再
〕
委
任
す
る

権
限
を
授
権
す
る
。

第
四
条
〔
恩
赦
事
件
に
於
け
る
手
続
〕

連
邦
諸
大
臣
お
よ
び
第
二
条
第
-
項
)
号
規
定
の
最
高
所
轄
官
庁
は
、
そ

の
所
掌
領
域
の
恩
赦
事
件
に
つ
い
て
は
、
私
に
留
保
さ
れ
た
〔
思
赦
〕
決
定

の
た
め
の
準
備
作
業
を
行
な
う
。
所
轄
機
関
が
な
い
場
合
あ
る
い
は
い
か
な

る
機
関
も
自
ら
管
轄
権
を
も
っ
と
考
え
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
準
備
作
業
は

連
邦
内
務
大
臣
の
義
務
で
あ
る
。

第
五
条
〔
最
終
規
定
〕

本
命
令
は
、
公
布
の
日
に
発
効
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
一
九
五
二
年

一
一
月
一

O
日
の
連
邦
の
個
別
恩
赦
権
の
行
使
に
関
す
る
〔
大
統
領
の
〕
命

令
は
破
棄
さ
れ
る
。
」

(
お
)
E
F
P
ω
0・・

f
・8
2
と
こ
ろ
で
、
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